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産業保健担当理事 殿 

公益社団法人 日本医師会 
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有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の  
施行について（情報提供）  

 
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第69

号）が令和５年４月21日に公布され、公布日から施行（一部規定については、
令和５年10月１日又は令和６年４月１日から施行）されております。詳細につ
いては下記及び、別添文書をご確認ください。 
つきましては、本内容をご理解の上、貴会会員ならびに貴会関係郡市区医師

会等への周知方につきまして、特段のご高配を賜わりますようお願い申し上げ
ます。 
 

記 
 
改正の概要 
1. 特化則第38条の３に規定する有害性等の掲示の対象物質を全ての特定化学物
質とした（令和５年10月１日施行） 
2. 有機則第24条第２項における掲示の内容及び方法を厚生労働大臣が別に定め
る規定を削除（令和５年４月21日施行） 
3. その他、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令
第66号）及び特化則について所要の改正を実施（安衛則改正は令和５年10月１
日、特化則改正は令和６年４月１日施行） 

以上 

（公印省略） 



 

基 発 04 2 1第 １ 号 

令和５年４月21日 

 

都道府県労働局長  殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ）    

 

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について 

 

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令

第69号）については、令和５年４月21日に公布され、公布日から施行（一

部規定については、令和５年10月１日又は令和６年４月１日から施行）す

ることとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記

のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺

漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨及び概要等 

１ 改正の趣旨 

（１）令和４年の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年

厚生労働省令第82号）により、有害性等の掲示が義務付けられてい

る物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等を行い、令和５年４月

１日から施行されたところである。当該改正に伴い、特定化学物質

障害予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。）

の有害性等の事項の掲示の対象物質を、現行の特化則第38条の３に

規定する特別管理物質から、全ての特定化学物質に拡大するととも

に、特化則の掲示の規定について、所要の改正を行ったものである

こと。 

（２）有機溶剤中毒予防規則（昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」

という。）第24条第１項に定める掲示事項について、その掲示方法

等は同条第２項において厚生労働大臣が別に定めることとしてい

るところ、最新のデジタル技術等の活用も見据え、掲示方法等につ

いては通達等で具体化することとし、同項の規定を削除したもので

あること。 
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２ 改正の概要 

（１）特化則第38条の３に規定する有害性等の掲示の対象物質を全ての

特定化学物質としたこと。 

（２）有機則第24条第２項における掲示の内容及び方法を厚生労働大臣

が別に定める規定を削除したこと。 

（３）その他、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和５年厚

生労働省令第66号）及び特化則について所要の改正を行ったこと。 

 

３ 施行期日 

改正省令は、公布日（令和５年４月21日）から施行すること。ただ

し、２（１）及び（３）のうち労働安全衛生規則等の一部を改正する

省令を改正する規定については、令和５年10月１日から、２（３）の

うち特化則を改正する規定については、令和６年４月１日からそれぞ

れ施行すること。 

  

第２ 細部事項 

１ 特化則第38条の３条関係 

  特化則の有害性の掲示対象は、全ての特定化学物質に拡大されるが、

使用すべき保護具の掲示の対象については、特別管理物質及び保護具

の使用義務がある作業場所に限定されることに留意すること。 

２ 有機則第24条第２項関係 

（１）本項が削除されることに伴い、「有機溶剤中毒予防規則の規定に 

より掲示すべき事項の内容及び掲示方法」（昭和47年労働省告示第

123号。以下「廃止告示」という。）については、「昭和四十七年

労働省告示第百二十三号（有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示

すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件）を廃止する件」（令

和５年厚生労働省告示第113号）により、令和５年３月30日をもっ

て廃止されていること。 

 （２）廃止告示に規定されていた掲示の内容及び方法等については、「労

働安全衛生規則第592条の８等で定める有害性等の掲示内容につい

て」（令和５年３月29日付け基発0329第32号）で具体的に示してい

るので、今後は、当該通達に基づき掲示することが求められること。 

 

第３ 関係通達の改正について 

１ 「労働安全衛生規則第 592 条の８等で定める有害性等の掲示内容につい

て」の１（１）の柱書について、次表のとおり改正する。 
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改正後 改正前 

労働安全衛生規則（昭和47年労

働省令第32号）第592条の８、有

機溶剤中毒予防規則（昭和47年労

働省令第36号。以下「有機則」と

いう。）第24条第１項、鉛中毒予

防規則（昭和47年労働省令第37

号）第51条の２、四アルキル鉛中

毒予防規則（昭和47年労働省令第

38号）第21条の２、特定化学物質

障害予防規則（昭和47年労働省令

第39号。以下「特化則」という。）

第38条の３、第38条の17第１項第

２号、第38条の18第１項第２号及

び第38条の19第１項第18号、粉じ

ん障害防止規則（昭和54年労働省

令第18号。以下「粉じん則」とい

う。）第23条の２並びに石綿障害

予防規則（平成17年厚生労働省令

第21号。以下「石綿則」という。）

第34条（以下「安衛則第592条の

８等」という。）に基づき掲示の

対象となる物質（以下「掲示対象

物質」という。）により「生ずる

おそれのある疾病の種類」の記載

方法については、次に掲げる方法

のうち、事業場において取り扱う

物質に応じてふさわしい方法を

選択すること。なお、アからウま

でに掲げる方法による記載が可

能な場合は、当該方法で記載する

ことが望ましいこと。 

労働安全衛生規則（昭和47年労

働省令第32号）第592条の８、有

機溶剤中毒予防規則（昭和47年労

働省令第36号。以下「有機則」と

いう。）第24条第１項、鉛中毒予

防規則（昭和47年労働省令第37

号）第51条の２、四アルキル中毒

予防規則（昭和47年労働省令第38

号）第21条の２、特定化学物質障

害予防規則（昭和47年労働省令第

39号。以下「特化則」という。）

第38条の３、第38条の17第１項第

２号、第38条の18第１項第２号及

び第38条の19第１項第18号、粉じ

ん障害防止規則（昭和54年労働省

令第18号。以下「粉じん則」とい

う。）第23条の２並びに石綿障害

予防規則（平成17厚生労働省令第

21号。以下「石綿則」という。）

第34条（以下「安衛則第592条の

８等」という。）に基づき掲示の

対象となる物質（以下「掲示対象

物質」という。）により「生ずる

おそれのある疾病の種類」の記載

方法については、次に掲げる方法

のうち、事業場において取り扱う

物質に応じてふさわしい方法を

選択すること。なお、アからウま

でに掲げる方法による記載が可

能な場合は、当該方法で記載する

ことが望ましいこと。 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
及
び
掲
示
方
法
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

別
に
定
め
る
。
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（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

作
業
場
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、
11

い
。

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

12

13

15

18

19

21

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

22

22

23

24

26

27

29

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

30

31

32

33

34

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
化
学
物
質
の
名
称

一

特
別
管
理
物
質
の
名
称

二

特
定
化
学
物
質
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の

二

特
別
管
理
物
質
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の

症
状

症
状

三

特
定
化
学
物
質
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

三

特
別
管
理
物
質
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

四

次
条
に
規
定
す
る
作
業
場
（
次
号
に
掲
げ
る
場
所
を
除
く
。
）
に
あ
つ

四

使
用
す
べ
き
保
護
具

て
は
、
使
用
す
べ
き
保
護
具

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

な
ら
な
い
旨

イ

第
六
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
（
同
項
の
濃
度
の
測
定

（
新
設
）

を
行
う
と
き
に
限
る
。
）
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ロ

（
略
）

イ

（
略
）

ハ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
必
要
な
保

（
新
設
）

護
具
を
使
用
さ
せ
る
作
業
場

ニ

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
必
要

（
新
設
）

な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
作
業
場

ホ
～
リ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

（
削
る
）

ト

第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
有
効
な

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
作
業
場

ヌ

第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
保
護
眼
鏡
並
び
に

（
新
設
）

不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
作
業

場

（
作
業
の
記
録
）

（
作
業
の
記
録
）

第
三
十
八
条
の
四

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
四

事
業
者
は
、
特
別
管
理
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

作
業
場
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え

11

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の

12

13

15

18

19

21

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

と
す
る
。

22

22

23

24

26

27

29

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

30

31

32

33

34

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

場
に
限
る
。
）
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月

を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
す

る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
二
十
四

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
二
十
四

条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
四
、
第

条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第

三
十
八
条
の
七
、
第
三
十
九
条
関
係
）

三
十
八
条
の
七
、
第
三
十
九
条
関
係
）

一
～
三
十
七

（
略
）

一
～
三
十
七

（
略
）
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第
三
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
測
定
等
）

（
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
測
定
等
）

第
三
十
六
条
の
五

特
別
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他

第
三
十
六
条
の
五

特
別
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他

の
物
（
特
別
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
の
含
有
量
（
こ
れ
ら
の
物
を
二
以
上

の
物
（
特
別
有
機
溶
剤
又
は
有
機
溶
剤
の
含
有
量
（
こ
れ
ら
の
物
を
二
以
上

含
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
含
有
量
の
合
計
）
が
重
量
の
五
パ
ー
セ

含
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
含
有
量
の
合
計
）
が
重
量
の
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
の
も
の
及
び
有
機
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
機
溶

ン
ト
以
下
の
も
の
及
び
有
機
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
機
溶

剤
含
有
物
（
特
別
有
機
溶
剤
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
第
四

剤
含
有
物
（
特
別
有
機
溶
剤
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
第
四

十
一
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し

十
一
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し

、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則

、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則

第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務
を
行
う
作
業
場
を
除
く
。
）

第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務
を
行
う
作
業
場
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
二
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
十
八

に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
二
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
十
八

条
の
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
有
機
則
第
二
十

条
の
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
第

八
条
第
二
項
中
「
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
有
機
溶
剤

二
項
中
「
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物

混
合
物
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三

（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号

十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
を
い
う
。

）
第
三
十
六
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
を
い
う
。
以
下
同

以
下
同
じ
。
）
に
含
有
さ
れ
る
同
令
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
特
別

じ
。
）
に
含
有
さ
れ
る
同
令
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
特
別
有
機
溶

有
機
溶
剤
（
以
下
「
特
別
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
又
は
令
別
表
第
六
の
二

剤
（
以
下
「
特
別
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
又
は
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号

第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
（
特
定
有
機
溶

か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
（
特
定
有
機
溶
剤
混
合

剤
混
合
物
が
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有

物
が
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤

機
溶
剤
を
含
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
別
有
機
溶
剤
及
び
当
該
有
機
溶

を
含
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
別
有
機
溶
剤
及
び
当
該
有
機
溶
剤
の
濃

剤
の
濃
度
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
第
七
号
、
有
機
則
第
二
十

度
。
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
第

八
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
項
第
一
号

七
号
及
び
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
有
機
溶
剤
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
有
機
溶
剤
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
有
機
溶
剤
混
合

有
機
溶
剤
混
合
物
に
含
有
さ
れ
る
特
別
有
機
溶
剤
又
は
令
別
表
第
六
の
二
第

物
に
含
有
さ
れ
る
特
別
有
機
溶
剤
又
は
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四

一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
」
と
、
同
条
第
四
項
第
三
号
ロ
中
「
有
機

す
る
。

溶
剤
作
業
主
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
等
の
選
任
）

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
次
項
に
規
定
す

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
別
有
機
溶
剤

る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。
第
五
十
一
条

業
務
に
係
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修

第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
作

了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修
了
し
た
者
の
う

な
ら
な
い
。

ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

（
新
設
）

の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断

し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又

は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
講
習
科
目
を
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
五
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」

と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任

者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事

（
新
設
）

項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は

こ
れ
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮

す
る
こ
と
。

二

全
体
換
気
装
置
そ
の
他
労
働
者
が
健
康
障
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
防
す

る
た
め
の
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
点
検
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。
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（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

作
業
場
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

作
業
場
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
作
業
場

（
新
設
）

ヘ
～
リ

（
略
）

ホ
～
チ

（
略
）

（
削
る
）

リ

第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
を
行
う
作
業
場

ヌ

（
略
）

ヌ

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
屋
内

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー

作
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー

ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接

ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と

ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金

同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事

属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
は
、

業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お

当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め

い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備

、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講

、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
第
五
条
の
規

な
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お
い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
に

（
新
設
）
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つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル

キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」
と
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に

係
る
」
と
あ
る
の
は
「
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
係
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三

条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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